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令和８年度渋川市介護用車両購入費補助金交付要領 

令和８年４月１日から適用 

 

　本補助金の交付目的、交付手続等は、次のとおりです。

交付目的 　在宅の介護を必要とする者（以下「要介護者」という。）の生

 活の質の向上及び介護家族の負担を軽減するため、要介護者を

 介護する家族が要介護者を同乗させて使用する介護用車両の購

入に要した費用の一部を補助します。

定義 　「介護用車両」とは、消費税法施行令第１４条の４の規定に

基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用

物品及びその修理（平成３年６月７日厚生省告示第１３０号）

第１項第３８号の規定に該当する装置を備える自動車をいいま

す。

内 補助対象車両 　次に掲げる条件を満たすものとします。 

容  　（１）　補助対象車両は介護用車両とし、主に要介護者のため

の通院又は通所等に使用することを原則とします。 

　（２）　補助対象車両は、１世帯につき１台限りとします。

補助対象者 　補助対象車両を購入する次の各号のいずれかに該当する者で

す。 

　（１）　次に掲げる要件を全て満たす高齢者です。 

　　ア　市内に居住し、住所を有する者であること。 

　　イ　６５歳以上の者で、日常的に車いすを使用していること

又は使用が見込まれる者であること。 

　　ウ　渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３０号）

第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する

暴力団員でないこと。 

　　エ　市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納して

いない世帯の構成員であること。 

　（２）　前号に該当する高齢者と同一の世帯に属し、次に掲げ

る要件を全て満たす介護者です。 

　　ア　市内に居住し、住所を有する者であること。 

　　イ　渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３０号）

第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する

暴力団員でないこと。 

　　ウ　市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納して

いない世帯の構成員であること。 

　（３）次に掲げる要件を全て満たす身体障害者（児）と同一の

世帯に属し、次に掲げる要件のうちア、ウ及びエを満たす介

護者です。 
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　　ア　市内に居住し、住所を有する者であること。 

　　イ　身体障害者福祉法第１５条第４項に規定する身体障害者

手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭

和２５年厚令第１５号）別表第５号に定める障害程度等級

のうち、次のいずれかに該当する者であること。 

　　　（ア）　下肢の障害で１級又は２級の者 

　　　（イ）　体幹の障害で１級又は２級の者 

　　　（ウ）　下肢及び体幹の重複障害で１級又は２級の者 

　　ウ　渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３０号）

第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する

暴力団員でないこと。 

　　エ　市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納して

いない世帯の構成員であること。

補助対象経費 　補助対象車両を新車又は中古車で購入するために要した経費で

す。

交付金額 （１）補助対象車両を新車で購入 ５０，０００円

（２）補助対象車両を中古車で購入 ３０，０００円

予算額 　この補助金の補助限度額は、予算に定める額とします。

交 交付条件 　（１）　補助対象者は、補助金の交付を受けて購入した介護用

付 車両を、購入後３年間は、補助金の交付目的に反して使用し、

手 譲渡し、交換し、廃棄し、貸付し、又は割賦契約以外の担保

続 に供してはいけません。ただし、市長が認めたときは、この

等 限りではありません。 

　（２）　補助対象者は、事業の遂行に関する報告及び実地調査

に応じることを求められた場合は、これに応じなければなり

ません。

交付申請の方法、 　介護用車両の購入の契約又は注文前に、高齢福祉課へ書面の提

時期等 出にて申請してください。予算額に達した時点で申請の受付を終

了します。 

　渋川市介護用車両購入費補助金交付申請書（様式第１号）に必

要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出してください。 

　（１）　介護用車両の見積書の写し 

　（２）　介護用車両のカタログ又は価格表（新車で購入の場 

　　合のみ提出）　 

　（３）　申請者の住所、氏名及び生年月日が確認できる身分証

明書の写し 

　（４）　渋川市介護用車両購入費補助金誓約書兼同意書（様式

第２号）（世帯が２人以上で構成されている場合のみ提出） 

　（５）　その他市長が必要と認める書類 

【注】押印は省略することが可能ですが、その場合、書類の真正
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性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合があ

ります。

交付決定の時期等 　申請のあった日から１４日以内に交付決定をします。 

　補助金の交付又は不交付を決定したときは、渋川市介護用車両

購入費補助金交付（不交付）決定通知（様式第３号）により通知

します。 

　交付決定通知を受けた後に、介護用車両の購入の契約又は注文

をしてください。

実績報告の方法、 　介護用車両を購入後、その日から３か月以内又は、その日の属

時期等 する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、渋川市介護用車

両購入費補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添

えて、高齢福祉課へ提出してください。 

　（１）　介護用車両購入に係る契約書（注文書）の写し 

　（２）　介護用車両購入に係る領収書の写し（宛名が申請者名

のもの） 

　（３）　介護用車両の自動車検査証の写し 

　（４）　渋川市介護用車両購入費補助金請求書（様式第５号） 

　（５）　その他市長が必要と認める書類 

【注】介護用車両購入に係る領収書については、割賦契約で支払

が完了していない場合、支払に係る契約書及び初回支払分の領

収書の写しを提出してください。

補助金の額の確定 　実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じて

現地調査を行い、その成果が補助金の交付決定内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、渋川市介護用車両購入費補

助金確定通知書（様式第６号）により交付すべき補助金の額を確

定します。

請求の方法、支払 　渋川市介護用車両購入費補助金請求書（様式第５号）により請

時期等 求してください。 

　提出された請求書に基づき、請求日から３０日以内に支払いま

す。

交付決定の取消し 　次の場合は、補助金の交付決定の全部が取り消されます。 

又は補助金の返還 　（１）　偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受け

たとき。 

　次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなければ

なりません。 

　（１）　補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消

されたとき。

申請書等の様式 渋川市介護用車両購入費補助金交付申請書（様式第１号） 

渋川市介護用車両購入費補助金誓約書兼同意書（様式第２号） 

渋川市介護用車両購入費補助金交付（不交付）決定通知（様式第
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３号） 

渋川市介護用車両購入費補助金実績報告書（様式第４号） 

渋川市介護用車両購入費補助金請求書（様式第５号） 

渋川市介護用車両購入費補助金確定通知書（様式第６号）

取扱担当課 渋川市役所高齢福祉課（本庁舎） 

電話　０２７９－２２－２２５７（直通） 

　　　０２７９－２２－２１１１（内線１２３７） 

メールアドレス　koureifukushi@city.shibukawa.gunma.jp


